
  修修学学資資金金制制度度ののごご案案内内  

  

あああなななたたたののの夢夢夢ををを一一一緒緒緒ににに応応応援援援しししままますすす！！！   

 

当院は看護師志望の学生を対象に、修学資金制度を設けています｡ 

 

制度の目的 

南那須地区広域行政事務組合立那須南病院の看護師及び准看護師の充実を図るため､将

来那須南病院に勤務しようとする者に対し､修学に必要な資金を貸与するものです。  

免許取得後､貸与を受けた期間と同一の期間を那須南病院で看護業務に従事した場合は、修

学資金の返還が免除されます。  

1. 対象者･･･看護師及び准看護師を養成する学校又は養成所に在学する方で､将来､那須南       

病院に勤務する意志を有する方  

2. 貸与の額 ･･･ (１)看護師養成施設に在学の方…月額 70,000円  

(２)准看護師養成施設に在学の方… 月額 35,000円  

3. 貸与の期間･･･貸与の決定を受けた年度の 4月から 3月まで  

① 貸与の申請及び決定は毎年度行ないます。 

② 次年度以降も申請書の提出が必要です。 

（養成施設を卒業するまでの期間は貸与します）  

4. 貸与の時期･･･6月・9月・12月及び 3月に当該月分まで（3か月分）を指定の口座  

に振り込みます。（これ以外の時期または回数の変更も可能です。）  

5. 申請期間及び方法 

随時 修学資金を希望される方は､下記まで連絡願います｡申請書類等をお渡しします｡

常時受け付けておりますので､ご相談ください。 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

高みを目指して！ 

321-0621 栃木県那須烏山市中央 3-2-13那須南病院総務課 0287-84-3911 

 


